
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 事務局だより 
令和４年４月号（第４９号） 

令和４年４月２５日発行 

公益社団法人羽村市シルバー人材センター 

〒205-0014 羽村市羽東２－３－１ 

電話 042-554-5131㈹ 

FAX 042-555-8714 

ホームページhttps://webc.sjc.ne.jp/hamura/ 

E-mail hamura@sjc.ne.jp ３月末現在会員数 男性3８９名 女性2１０名 合計５９９名 

①令和４年４月より 
・運転者の運転前後に、『目視等によるアルコールチェック（酒気帯び 

確認）』また、その『記録の保存（１年間）』 の義務化 
 

②令和４年 10 月より 
・目視等だけでなく、『アルコール検知器を用いたアルコールチェック 

（酒気帯び確認）』、またその『記録の保存（１年間） 』の義務化 
  
･･･センターの対応 
当センターでは、４月よりセンター車両を使用する前と、使用した後に、

アルコール検知器を用いたアルコールチェックを実施しています。 

センター車両を使用する際は必ずアルコールチェックを受けてください。 

就業時に自動車を運転する会員の方へ 

運転免許の確認を行っています 

近年、アクセルとブレーキの踏み間違いや前方不注意を原因とした高齢者の自動車事故がテレビや新
聞で報道されており、なかには死亡事故となっているケースもあります。 

こういった現状を踏まえ、当センターでは、植木剪定作業や除草作業等、自動車の運転を伴う仕事をし
ている会員の皆さんに対して、より一層の安全管理対策が必要と考えています。 
そこで、センターとして、就業の際に自動車を運転する機会がある会員に対して、あらためてご連絡し、

下記のような安全管理対策を行います。 
 

 センター車両を運転する方へ  

①運転免許証の有効期限が切れていないかの確認 

  →１年に１回免許証のコピーを事務局へ提出していただきます。 
 

②羽村市主催「運転者交通安全講習会」（毎年９月、３月頃）に出席してください。 

   →積極的に受講し、より一層安全運転に心がけましょう。 
 

③毎朝、自動車使用前の健康状態などの確認 

→自動車を運転する会員は、「免許証の所持」、「ご自身の体調」をセンター職員へ申告するとと

もに、必ずアルコール検知器によるアルコールチェックを受けてください。 

アルコールチェックでアルコールが体内に残っていないことが確認できた後、センター職員が

車両の鍵と運転管理簿を渡します。 

 

 

センターでは、未就業会員の就業率の向上を目的に、「就業相談」を実施していま

す。就業相談では、当日時点での最新の就業情報を提供し、センター役員が就業相

談を受付けています。 

毎月発行している事務局だよりでも会員の皆さんにタイムリーな就業情報を提供

していますが、「就業相談」で提供する就業情報が、一番タイムリーな情報です。 

センターから仕事の依頼の電話が来ない、時間に余裕があるので、もう１つ仕事

をプラスしたい等、就業に関する相談をしたいという会員の皆さんをお待ちしてい

ます。 

道路交通法が４月より改正になりました。 



 

 

 

 

  

  

求 人 情 報 

就 業 場 所 就 業 日 就 業 時 間 
募集
人員 作 業 内 容 等 

１ 
事業所 

（神明台４－５） 
月・水・金 9：00～12：00 １ 

トイレ・事務所の清掃作業 

（女性希望） 

２ 
保育園 

（富士見平２―３） 
週２～３日 

8：15～9：15 

16：00～18：00 
１ 

送迎園児・保護者の見守り作業 

（男性希望） 

３ 
事業所 
（青梅市末広町） 

木曜日 8：00～１２：1０ １ トイレ清掃（女性希望） 

４ 
スーパー 
（河辺駅北口） 

月～日 
（ローテーション就業・週 3日程度） 

8：30～11：45  
14：30～17：45 

１ カート整理・周辺美化活動 

５ 
市内雑居ビル 
（小作台 1-2） 

月・木 9：00～10：00 １ 共有部分の清掃作業 

６ 
田ノ上会館 
（羽中４－１１） 

第２・第 4月曜日 9：30～11：30 １ 会館内清掃作業 

７ 市内小中学校 
火～木 

(学校による) 
１回３時間程度 
（学校による） 

１～ 学校トイレ清掃 

８ 羽村西小学校 
月～金 

（ローテーション就業） 
17：00～19：00 各１ 

小学校 つなぎ管理業務 
（施錠の確認業務等） 

９ 羽村第三中学校 
月～日 

（ローテーション就業） 

8：00～19：00 

１７：00～20：00 

 

１ 
中学校 つなぎ管理業務 
（施錠の確認業務等） 

１０ 踊子草公園 月・金 １回３０分程度 １ 公園トイレ清掃作業 

1１ センター作業場 月～金 8：30～14：00 １ ベアリング組立作業（内職） 

１2 センター作業場 随時  若干 障子・襖の張替作業 
※要自動車免許 

13 五ノ神地区 他 
月２回 

（１日号、１５日号） 
 1 

広報配布作業（２００部～） 
※地区により部数は異なります 

14 
市内工場 
（神明台３―３３） 

週３日程度 9：00～16：30 １ 組立・配線作業（労働者派遣） 
【電気メーカーで組立作業の経験がある方】 

15 市内小中学校 月～金 
（ローテーション就業） 

7：00～15：00 1～ 
学校施設清掃業務 
（労働者派遣） 

ホームページでも 
公開しています！ 

興味のある方はお電話
ください！ 

☏  

スマホ教室講師希望会員を募集します！  
人に教えることが好きな方、スマートフォンに興味のある方は  

事務局までお問い合わせください。 

熱中症対策講習会 （主催:羽村市教育委員会他） 
 

５月７日(土) 10:00～11:00 
 
場所：スポーツセンター２階会議室 

講師：大塚製薬㈱ 

ニュートラシューティカルズ事業部 

今年も平年と同様に、猛暑の日が

多い予報が出ています。 

早いうちから熱中症対策を心が

け、体を暑さに慣れさせましょう。 

申込は羽村市スポーツセンターへ 

☎042-555-0033 


